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四季のうつろい豊かな月山の麓・月山志津温泉四季のうつろい豊かな月山の麓・月山志津温泉

全国女医 JOY！サミット

A
えびす屋・清水屋旅館
ゆきしろ・米沢屋旅館

おとなお1人様／ 1泊朝食付、諸税込

【ご宿泊場所・旅行代金】

※映画鑑賞、懇親会（夕食）、バス移動費を含む

※映画鑑賞、懇親会（夕食）、バス移動費を含む ※昼食代、バス移動費を含む ※昼食代を含む

※映画鑑賞、懇親会（夕食）、バス移動費を含む ※映画鑑賞、懇親会（夕食）、バス移動費を含む

18,000円 B
旅館仙台屋（和室）・五色亭旅館（新館）

かしわや・まいづる屋

四季のうつろい豊かな月山の麓・月山志津温泉

20,000円 C
変若水の湯つたや
旅館仙台屋（和洋室）

22,000円
おとなお1人様／ 1泊朝食付、諸税込

宿泊なしの場合

12,000円 5,000円
2日目のみの参加の場合

3,000円
2日目のみの参加の場合

おとなお1人様／ 1泊朝食付、諸税込

12：00
12：30～14：30
14：45～16：45
17：00
18：00～20：00
21：00～

山形駅東口バスプール付近集合
映画「いしゃ先生」鑑賞（山形市内映画館）
移動、地域医療実態視察（西川町立病院～大井沢地域）
チェックイン（志津温泉各宿泊施設）
交流会（西川町間沢　玉貴）
２次交流会（志津温泉）

志津温泉出発
西川交流センター「あいべ」着
開会セレモニー
◆開会（進行）　山形女性医師ネットワーク副会長　川合厚子氏
◆主催者挨拶　実行委員会委員長
　　　　　　　（山形女性医師ネットワーク会長）池田こずえ氏
◆歓迎の挨拶　西川町長　小川一博

基調講演
パネルディスカッション
昼食
西川交流センター「あいべ」出発
山形駅着

１日目【11/28（土）】

8：30
9：10
9：30～9：45

9：45～10：45
11：00～12：30
12：30～13：30
13：30
14：30

２日目【11/29（日）】

※食事条件：A・B・Cコース／朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回、Dコース／昼食 1回、夕食 1回、E・Ｆコース／昼食 1回となります。
※ご宿泊につきましては旅館タイプの宿泊施設の為、数名様（2名～5名）での相部屋となりますのでご了承下さい。
※同宿希望者がいる場合はお申込みの際必ずご入力のほどおねがいします。

　旧大井沢村（山形県西川町）で地域医療に生涯を捧げ

た「女医志田周子」の生き方を題材に、現代の地域医療

の在り方を考えるとともに、現代医療における女性医師

の支援の在り方を考え、その意識の普及啓発を行う機会

として「女医サミット」を開催するものです。

　また、女医志田周子の生涯を描いた映画「いしゃ先生」

の公開と連動させ、周子の生き方を確認しながら現代社

会における女性医師の立場と意義について世論喚起を

行っていくとともに、参加者同士の交流とネットワーク

化を図り、女性医師であることの喜びを確認でき、出会

いの楽しさを得られる内容とします。

　し　 だ ちか こ

山形駅
発着

山形駅
発着

山形駅
発着

D E F
山形駅
発着

山形駅
発着

現地
集合解散

※全行程添乗員が同行いたします。

1.募集型企画旅行契約
　株式会社近畿日本ツーリスト東北（以下｢当社｣という）が企画・募集し実施
する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅
行契約を締結することになります｡又､契約の内容･条件は、募集広告（パン
フレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅
行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。
2.旅行の申し込み
⑴申込書に所定の事項を入力のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込
みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部とし
て取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合に
は、お申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲内で当社はこれに応じます。
⑵当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付け
ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通
知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。

3.契約の成立と契約書面の交付
⑴募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受
領したときに成立するものとします。
⑵通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨
の通知を発したときに成立するものとします。ただし、契約締結を承諾す
る旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知が
お客様に到達した時に成立するものとします。
⑶当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件
及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といい
ます）をお渡しいたします。
　（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします）
　当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書
面に記載いたします。
4.通信契約
　当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するク
レジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員（以下「会員」と

いいます。）より所定の伝票への「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払
いを受けることを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通
信手段による」申し込みを受ける場合があります。（受託旅行業者により当該取
扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者
により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお
支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。）
5.旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払い下さい。
6.旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代その他行程
表表示の入場料及び消費税等諸税。
●添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
　上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しいたしません。
　（行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません）
7.お客様からの旅行契約の解除（旅行開始前）
　お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いただ
いて、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している
旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいた
します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受
けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定
された「委託営業所」〔以下「当社ら」といいます。〕のそれぞれの営業日、
営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。）

8.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
　最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがありま
す。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前（日

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加さ
れた場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。

⑴当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客
さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただ
くほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
⑵当社、当社のグループ企業である近畿日本ツーリスト（株）等および販
売店が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させて
いただくことがあります。
⑶上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当
社の店頭またはホームページでご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきま
す。なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の休暇時間を適宜取得さ
せることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上
げます。また、「バス乗車中は、シートベルト着用」をお願いいたします。

お客様各位

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。ご旅行条件書（抜粋）

15万円以上
代金の20％～
旅行代金まで

10万円以上
15万円未満
30,000円～
旅行代金まで

6万円以上
10万円未満
20,000円～
旅行代金まで

3万円以上
6万円未満
12,000円～
旅行代金まで

3万円未満
6,000円～
旅行代金まで

旅行代金

お申込金

帰りの場合は3日前）までにご連絡をし当社にお預かりしている旅行代
金は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。
9.お客様の責任
⑴お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は
損害を賠償しなければなりません。
⑵お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その
他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、
記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、
又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

10.特別補償
　当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款
の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ
偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定
の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

11.基準期日
　この旅行条件は、平成27年10月1日現在を基準としています。

（国内　宿泊を伴う場合）
20日前～
8日前まで
20%

7日前～
2日前まで
30%

出発前日
40%

出発当日の
旅行開始前
50%

旅行開始後又は
無連絡不参加
100%

出発日の前日か
ら起算して
旅行代金の

（国内　日帰りの場合）
10日前～
8日前まで
20%

7日前～
2日前まで
30%

出発前日
40%

出発当日の
旅行開始前
50%

旅行開始後又は
無連絡不参加
100%

出発日の前日か
ら起算して
旅行代金の


